
沖縄県立南部工業高等学校 運動部活動に係る活動方針 

 

１．基本方針 

 南部工業高等学校の運動部活動に係る方針は、国の「運動部活動の在り方に関する総合的な

ガイドライン」及び沖縄県「運動部活動等の在り方に関する方針」をもとに、生徒の心身の健

全な成長と教職員の働き方改革の観点から、運動部活動の在り方を示すものである。 

 本方針の中で、本校の運動部の活動時間及び休養日の設定、その他適切な運動部活動の取組

に関する事柄を示し、生徒の発達段階や競技レベル等を踏まえ運動部の活動が最適に実施され

ることを目指す。 

 

２．運動部活動の基本的な考え方 

（1）運動部活動の位置づけ 

  運動部活動は、学校教育の中で果たす意義や役割を踏まえ、学校教育の一環として位置づ 

 け、教育課程との関連を図りつつ、効率的・効果的な取組となるよう実施する。 

（2）運動部活動の指導目標 

  一人ひとりの生徒が活動を通して、知･德･体のバランスのとれた「生きる力」を育むとと 

 もに、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資 

 質･能力の育む。 

 

３．適切な運営のための体制整備 

（1）運動部活動の方針策定等 

 ア．校長は、沖縄県「運動部活動の在り方に関する方針」に則り、毎年度、「運動部活動に 

  係る活動方針」を策定し、各運動部の「年間の活動計画」の指導･是正を図る。 

 イ．運動部顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）並びに毎月 

  の活動計画及び活動実績を作成し、校長へ提出する。 

（2）教職員の負担軽減 

 ア．部活動顧問の複数配置(ワークシェアリングによる負担軽減)し、部活指導による負担軽 

  減を図るとともに、長時間の時間外勤務による過重負担の顧問に対し面談を実施する。 

 イ．専門的指導者がいない部活動や他の部活動顧問の負担軽減の観点から、外部指導者の活 

  用を図る。 

 

４．合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

（1）適切な指導の実施 

 ア．指導にあたっては、生徒の心身の健康管理と事故防止の徹底を図り、体罰・ハラスメン 

  ト行為の根絶を徹底する。また、夏季の運動部活動においては熱中症防止の徹底を図る。 

 イ．活動内容については、生徒とのコミュニケーションの充実による意欲の向上と、生徒が 

  主体的に取り組む力の育成を図りながら、短時間で効率的・効果的な質への転換に努める。 

 ウ．運動部顧問は、各競技の特性を踏まえた科学的なトレーニングを導入し、生徒の発達段 

  階に応じながら、短時間で効果が得られるような活動に努める。 

 



（2）安全管理の徹底 

 ア．校長は、重大事故発生時に対応できるよう、心肺蘇生法等の研修を実施する。 

 イ．運動部顧問は、事故の未然防止のため、施設や設備および用具等の点検を日常的に実施 

  する。 

 

５．適切な休養日等の設定 

 運動部活動における休養日及び活動については、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行い、

成長期にある生徒がバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下ように基準を設定す

る。 

（1）学期中の休養日 

 ア．学期中の休養日は、原則として週当たり２日以上の休養日を設ける。 

 イ．平日は、少なくとも１日を休養日とする。 

 ウ．週休日は、土曜日･日曜日の少なくとも１日以上を休養日とする。 

   ただし、大会等により、週休日に活動する必要がある場合は、休養日を平日に振り替え 

  ることができる。（例えば、土日の両日に大会が実施された場合、平日に休養を取るなど、 

  翌週又は月単位、学期単位等での運用などで対応する。） 

（2）長期休業中の休養日 

  長期休業中の休養日については、生徒が学習や十分な休養を取ることができるとともに、 

 運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるように、ある程度の長期休養期間を設け 

 ることについても配慮する。 

（3）活動時間 

 ア．一日の活動時間は、平日は長くとも２時間程度、休業日（学期中の週末を含む）は３時 

  間程度とする。 

 イ．定期試験日の１週間前から終了前日まで原則として活動中止とするが、公式試合等が試 

  験終了後１か月以内にある場合、あるいは県代表として全国・九州大会に出場する部につ 

  いては学校長の許可を受けることとする。活動時間の規定については別に定める。 

（4）下校時刻 

 ア．活動時間に合わせて終了時間を設定し、完全下校時間の厳守に努める。 

 イ．生徒が安全に帰宅できるように、日没時間や気象状況を考慮する。 

 

６．参加する大会等の精選 

 運動部顧問は、高体連主催や関係競技団体主催などにより多くの大会が開催されているこ 

とから、生徒の教育上の意義や心身の健康および学習時間確保を考慮し、参加する大会等を精

選するよう努める。 

 

７．その他 

 文化系および工業系の活動については、上記の「３．適切な運営のための整備体制」「４．合

理的でかつ効率的・効果的な活動の推進」「５．適切な休養日等の設定」に準じた取扱いとする。 

 

上記方針は、令和元年９月１日より実施する。 


